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は じめに

日本における先駆的あるいは実験的な都市税

制改革論の代表的なモデルは,し ばしば東京都

によって提起 されてきた.美 濃部都政 しか りで

あり,石 原都政 しか りである2).特 に美濃部都

政は,東 京都の都市問題,財 政問題に対 して,

理論的実証的研究に根 ざした抜本的な解決策を

提起 し,そ の成果は他の多 くの自治体にも大 き

な影響 を及ぼした.

石原都政と美濃部都政が問題とし,改 革のタ

ーゲットとしたのは,事 業税制であった.事 業

税 はシャウプ勧告 にあっては附加価値税 であ

り,そ れはその地域に立地し営業活動を行う企

業が収益如何にかかわらず負担すべ き性質のも

のであった.と ころが,こ の附加価値税は実現

を見ぬまま所得課税に引き戻 され,事 業税制は

理念 と現実 とが乖離 したまま現在に至ってい

る.

石 原都 政 と美 濃 部 都 政 は,こ の よ う な 問題 を

どの よ う に受 け止 め,ど の よ う な解 決 策 を提 起

した の で あ ろ うか.両 者 は,一 部 の 論 者 に よっ

て 「同 じ よ うな 行 動 を とっ た」 と言 われ て い る

が3),こ の こ とに つ い て,本 当 にそ う言 え る か

どうか,検 討 の 余 地 が あ る.

本稿の結論 を先取 りするならば,美 濃部都政

は,事 業税制におけるシャウプ勧告の理念を踏

まえ,か つ,現 代税制改革論の諸要素を取 り入

れていたという点で,現 代においても大きな意

義を持つ画期的な改革であったと言い得る.一

方,こ れと比較した場合,石 原都政の 「銀行税」

導入は,単 なる財政上の必要性以上の目的を見

出すことができず,租 税体系全体の理念 を見据

えた改革であったとはとても言い難い.

以上のような問題意識を踏まえつつ,本 稿で

は,石 原都政 と美濃部都政の都市税制改革を比

較 し,両 者の評価を試みることとしたい.

具体的には,ま ず 「石原銀行税」を取 り上げ,

現行の事業税制のゆがみ,事 業税への外形標準

課税導入に向けての気運の高まり,さ らには銀

行批判など,導 入の背景 を探 るとともに,そ の

内容と論点を吟味する.次 に,美 濃部都政と新

財源構想研究会による事業税制改革お よび一連

の改革提言を取 り上げ,そ の内容 と意義を探る.

そ して,両 者の改革を比較 した場合,そ れらは

どのように評価 され,ど のような現代的意義を

持つかを明らかにして,結 論 としたい.

1.石 原都 政 にお け る 「銀行 税」導 入

の背景 と論点

(1)事 業税における理念 と現実との乖離

事業税 は,道 府県の基幹税である.事 業税に

は個人事業税と法人事業税とがあるが,圧 倒的

に法人事業税のウエイ トが高い.バ ブル絶頂期

の1989年 度(平 成元年度)に は,道 府県税収総

額に占める法人事業税収の割合は43.0%,そ の

低下の著 しい1999年 度(平 成11年 度)に おい

ても25.4%と,道 府県税中 トップの位置を占め

ている4}.

本来,事 業税は,事 業そのものを課税客体と

する 「物税」であり,住 民税(所 得割)な どの

「人税」 とは異 なり,企 業の収益如何にかかわ

らず道府県の提供するサービスに対 して一定の

負担を行 うことが望ましいと考えられる5).ま
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た,地 方政府は安定的な公共サービスを供給 し

なければならないから,一 般に地方税には安定

性,普 遍性という原則が求め られる.事 業税 も

地方税の一税 目であるから,当 然この原則が求

められることとなる.

ところが,現 行の事業税は,基 本的に事業の

収益(す なわち所得)に 課されるものとなって

いるため,収 益のない赤字法人には課税されず,

「物税」 というよりはむ しろ 「人税」的性格 の

強いものとなってお り,応 益的性格 という理念

からは乖離 している.し かも,バ ブル期 と不況

期との比較から明らかなように,景 気変動に極

めて敏感で,か つ地域的偏在 も大 きい6).つ ま

り,応 益性 という点からも,安 定性,普 遍性 と

いう点からも,現 行の事業税は理念上適切なも

のとはなっていないのが実状なのである.

都道府県の側から見れば,基 幹税たる事業税

収が安定性 を欠いているというのは大問題であ

る,東 京都においても,平 成3年 度における法

人事業税収が14,504億 円だったのに対して,平

成10年 度は8,887億 円と,平 成3年 度の61%に

まで落ち込んでいる7).東 京都の財政が危機に

陥った背景には,こ のように,事 業税における

税収の不安定性,理 念からの乖離という問題が

横たわっていたのである.

事業税が景気変動の影響を受けやすいのは,

所得を課税標準 としているか らである.ま た,

「応益的性格」,「物税」 という理念か ら乖離 し

ていることもやはり所得を課税標準 としている

ことに起因する.そ れゆえ,事 業税制の矛盾 を

抜本的に解決すべ く,課 税標準 を所得ではなく

外形標準に変更すべ きだという議論が しばしば

なされてきた.

外形標準課税 とは,事 業の収益力(す なわち

企業の所得や利潤)を 課税標準とするのではな

く,従 業員数や資本金,面 積,売 上高,付 加価

値などを課税標準 とする課税方式である.付 加

価値とは,企 業が生産活動により生み出した価

値のことであ り,利 潤,利 子,地 代,賃 金を合

計 して計算す る方法(加 算型付加価値),売 上

から仕入れを控除して計算する方法(控 除型付

加 価 値)な どが あ る8).

ちなみ に,シ ャウプ勧告における事業税は,

附加価値を課税標準 とした外形標準課税であっ

た.ま た,1964年 の税制調査会長期税制答申で

も事業税外形標準化の問題が論 じられ,そ れ以

降,税 制調査会や全国知事会などでたびたびこ

の問題が取 り上 げ られて きた9).最 近で は,

1999年 の 「地方法人課税小委員会報告」(以 下

「小委員会報告」)で 法人事業税への外形標準課

税の導入が検討 されてお り,そ こでは 「できる

だけ早期にその導入を図ることが望ましい」 と

結論づけられている.

「小委員会報告」は,外 形標準課税の意義と

して,① 地方分権 を支える安定的な地方財源の

確保,② 応益課税 としての税の性格の明確化,

③税負担の公平性の確保,④ 経済構造改革の促

進,の4つ を挙げている.つ まり,外 形標準課

税は,安 定性,応 益性,公 平性などの点で所得

基準課税 よりも優 れてお り,地 方分権時代にお

ける道府県の基幹税 として望ましいとされたの

である.

石原都政が 「銀行税」 を提起 した直接的なき

っかけが深刻 な都の財政危機にあったことは言

うまでもない.だ が,そ の背景には今見てきた

ように,事 業税制における理念からの乖離,特

に安定性の欠如という問題や,外 形標準課税導

入に向けての気運の高ま りエω,さ らには銀行業

が不良債権処理のため事業税をほとんど負担 し

ていないことによる世論の銀行批判の高まりと

いう問題などが存在 していたこともまた事実な

のである.

(2)「 銀行税」の内容とその論点

石原都政の提起 した外形標準課税(い わゆる

「銀行税」)の 具体的内容は,次 のようなもので

あった.

1)目 的:安 定的な税収及び税負担の公平性の

確保

2)根 拠:現 行事業税の課税標準の特例規定を

活用(地 方税法第72条19)

3)納 税義務者:都 内で事業活動を行う法人の
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うち,銀 行業又はこれに類する事業を営む

もの.た だし,当 該事業年度末の 「資金量」

の残高が5兆 円以上の法人に限る.(都 市

銀行,地 方銀行,信 託銀行,長 期信用銀行,

日本銀行等)

4)課 税標準:当 該事業年度の 「業務粗利益」

5)税 率:3%(た だし,特 別法人については

2%)

6)分 割基準:現 行事業税の分割基準を適用

7)そ の他:①5年 問の時限措置とする.② 平

成12年4月1日 以 後 に 開始 す る 事 業 年 度 か

ら適 用 す る11}.

この 「銀行税」については導入発表の直後か

ら賛否両論様々な議論が繰 り広げられた.特 に

納税義務者とされた銀行側は猛烈に抗議 し,そ

の解決を法廷の場へ持ち込んでいる。

本稿では,こ の問題について詳述している加

藤一郎(2001b)を 参考にしつつ,議 論を進め

てい くこととしたい.な お,加 藤氏は,「 銀行

税」が発表された後で当時の保利自治相が石原

知事に示 した 「六つの懸念」をもとに議論を展

開しているので,本 稿 もこれに準ずることとし,

かつ,「 六つの懸念」のうち,特 に重要 と思わ

れる①②④(表1参 照)に ついてのみ考察を加

えることとす る.と いうのも,③ については,

「そ もそ も外形標準課税は全国一律に導入すべ

きものかどうか という問題を考えると,都 が先

行 したのは,少 なくともやむを得ないことであ

ったといえるのではないか」,ま た⑤ について

は,「 少なくとも,国 の重要な政策に明確 に違

反することが証明されなければ,地 方自治体の

課税権を制約すべ きではないだろう」 という加

藤氏の見解が適切である と思われるからであ

る.な お,⑥ については,次 節の美濃部都政と

の比較の中で,筆 者の考えを述べるつもりであ

る12).

(a)所 得による課税との均衡を失 しないか

この問題は,「 銀行税」が地方税法第72条22

における,外 形標準課税による負担が通常の所

得等による課税の場合に比 して 「著 しく均衡を

失することのないようにしなければならない」

という規定に反しないか どうか,と いうもので

ある.こ れについては,表1の ① のとお り,銀

行側が 「銀行の税負担が急増 し,バ ランスを欠

く」 と主張 しているのに対し,東 京都は 「15年

の平均値で算出,合 法 と確信」 と説明 してい

る.

より詳 しく説明すると,銀 行側の主張は,現

実 に外形標準課税が生 じる年度(単 年度)で

表1保 利自治相が石原知事に2000年2月21日 に示 した手書きの 「六つの懸念」

六つの懸念 政府や銀行の主張 都の説明

①所得による課税 との均衡を失

しないか

銀行の税負担が急増 し,バ ラン

スを欠 く

15年 の平均値で算出,合 法 と

確信

②特定業界だけに課税 して不公

平ではないのか

外形標準課税は薄 く広 くが原則

だ

銀行は行政 コス トの対価 を払っ

ていない

③都が先行 して実施するのは適

切か

政府税調は47都 道府県の一斉実

施を検討

国に任せたら実現に時間がかか

る

④他の自治体への影響をどう考

えるか

都の事業税増収は他自治体の税

収減に

当面は他の自治体税収に影響 し

ない

⑤政府の景気回復策や金融安定

と矛盾 しないか

銀行の利益は大幅減.不 良債権

処理などに影響

金融安定化の影響を受ける銀行

が率先して対価を

⑥納税者と銀行側に必要な説明

はできているか

極めて唐突で不当.先 に課税あ

りきの考え

議会でも公聴会を開くし手続き

は踏んでいる

出所〉『日本経済新 聞』2000年2月22日 付 よ り
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「所得課税」と 「外形標準課税」を比較 させた

場合,外 形標準課税の方が何倍 もの過大な負担

を生 じさせるから,銀 行の税負担は急増 し,よ

ってこれは 「著 しく均衡を失することのない よ

うにしなければならない」という規定に反する,

というものである.こ れに対 して東京都は,15

年の平均値で算出 しているので,「 著 しく均衡

を失する」ことにはならない,と 反論している

のである.

三木義一(2000)は,こ の 「均衡」の意味は,

「現実の所得課税」 と 「外形標準課税」 との均

衡 ではな く,「あるべ き所得課税」 と 「外形標

準課税」 との均衡であると主張する.と いうの

も,「仮に,こ の規定 を現実の所得金額 を課税

標準 とした場合 と比較 して均衡 を失してはなら

ない,と いう意味に理解するなら,外 形標準課

税の存在理由はな くなる」か らである.そ れゆ

え,三 木氏は,東 京都の算出方法を必ず しも不

当ではないとみなし,次 のように結論づけてい

る.す なわち,「 銀行業務において通常考えら

れる所得に対 して課税する場合 と,今 回の外形

標準課税の税収とは,東 京都の説明では過去15

年の所得に課税 していた時代の税収実績を勘案

したものであ り,所 得で課税する場合との均衡

を失 しているとはいえないであろう.」

加藤氏 も,「好況期 と不況期の平均値で考え

る東京都の方が,外 形標準導入の目的と適合的

といえるだろう」と指摘 し,三 木氏の見解を支

持 している.

なお,課 税標準の妥当性については,西 野万

里(2001)が,事 業税において理想的課税標準

と目されてきた所得型付加価値 と東京都の新課

税標準(業 務粗利益)と の比較 を行っている.

それによれば,西 野氏は,所 得型付加価値 と業

務粗利益 との距離 はかな り近いとして,「 外形

標準の事業税課税ベースとしては,と くに異議

を唱えるほどの問題をもたないと考えられる」

と結論づけている13).

(b)特 定業界だけに課税 して不公平ではない

のか

こ れ は,表1の ② の 問題 で あ る.

地方税法第71条19で は,電 気 ・ガス供給業,

生命保険 ・損害保険業以外の法人または個人の

行う事業であって も,「事業の情況に応 じ,…

資本金額,売 上金額,家 屋の床面積若 しくは価

格,土 地の地積若 しくは価格,従 業員数等を課

税標準 とし,又 は所得及び清算所得 とこれ らの

課税標準 とをあわせ用いることができる」とさ

れている.東 京都 はこの規定を根拠に,「 事業

の情況に応 じて」「特定業界でも」外形課税が

可能である,と 判断したのである.そ こで 「事

業の情況」の意味が問題 となる.

東京都は,「 銀行業特有の事業の情況」とし

て,「 バブル期 よりも業務粗利益(本 業での利

益)を あげなが ら,不 良債権処理 を行 った結果,

事業税 を負担 していないの は銀行業だけであ

る」,「銀行業の税収変動は他業種 と比較 しても

大 きく,し か も,今 後5年 間程度,ほ とんど納

税が期待できない」,「税負担はほとんどしてい

ないにもかかわ らず,2,600億 円を超える株主

配当をしている」という3点 を指摘 している14}.

これに対 して銀行側は次のように反論 し,銀 行

業に特有の 「事業の情況」は存在 しないと主張

しているのである.す なわち,「 税収動向が不

安定なのは所得を課税標準 とする以上当然に生

ずるものであ り,銀行業に限ったことではない.

また,銀 行 と同じように,所 得が大幅に変動し,

税収が不安定な業種 は他 にも多数存在 してい

る.『 収益の変動』というのは,『 事業の情況』

ではなく 『経済の状況』というべ きものであ り,

都の説明は 『恣意的』といわざるを得ない」15).

三木氏 は,「事業の情況」の意味は事業税の

本質との関係から検討されるべ きであ り,そ う

すると,事 業税の課税標準 として 「所得」は必

ずしも望 ましい基準ではな く,そ れゆえ,「私

見によれば,外 形標準を許す 『事業の情況』 と

いうのは,事 業税の趣 旨か らみて所得で課税す

るとかえって不公平になる事情を広 く含む概念

であると思われる」と指摘する.そ して,銀 行

業が多額の業務粗利益 を得ているにもかかわら

ず,不 良債権処理 を促進するための政策的な措

置で所得金額が減っていることや,所 得がない
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としながら多額の配当を行っていること(1998

年度)な ども 「事業の情況を判断す る一要素」

となり得 るものであり,「 こうした事実を見 る

限 り,銀 行業に対 して所得以外の基準で課税標

準 を設定する 『事業の情況』は存在 していると

いってよいように思われる」 と結論づけてい

る.

また,加 藤氏 も,「事業税収額の変動の大 き

さ,都 内で営業することのメリットの大 きさと

いう点から,資 金量5兆 円以上の銀行業等に課

税 を限定することの合理性はあるといえよう」

と三木氏同様,肯 定的な見解を示 している.

一方
,西 野氏は,「 銀行税」が銀行業だけに

限定して課税されることに対 して,三 木氏や加

藤氏 とは反対の見解 を示 している.す なわち,

「外形標準化が事業税改革の核心だ としても,

大規模金融業に限定したその適用を正当化する

のは難 しい.金 融業と他の業種を区別する明確

な理由が見出されないかぎり,金 融業に限定 し

た外形標準の導入は避けるべ きである.導 入は

あ くまでもそれ以外の事業 と同時期に同条件で

実施されるべきであると考える」16}.

さらに,石 弘光氏はこの問題について,西 野

氏以上に手厳 しく批判 している.「 石原新税は

東京都だけを対象にかつ一部の大手銀行だけに

課税するという二重の意味で,つ まみ食いをし

ている.か くして税の公平感を著 しく損なうと

同時に,税 制上他府県や銀行業の活動に対 し大

きな歪みをもたらすことになる」'7}.「銀行税」

が東京都だけを対象としたことはさてお くとし

ても,銀 行業だけ,し かも一部の大手銀行だけ

に限定したことについては,西 野氏同様かな り

批判的である.

三木氏や加藤氏の言 うように,銀 行業に外形

標準課税を行う 「事業の情況」 は存在 している

かもしれず,ま た,「 事業税収額の変動 の大 き

さ,都 内で営業することのメリット」などが銀

行業にあることは確かかもしれない.だ が,そ

れが当てはまるのは本当に銀行業だけなのであ

ろうか.東 京都は 「バブル期よりも業務粗利益

(本業での利益)を あげなが ら… 事業税 を負担

していないのは銀行業だけである」と主張 して

いるが,筆 者の見る限り,「銀行業だけ」を十

分に根拠づける明確な説明も資料の提出も東京

都は行っていない.

さらに,西 野氏や石氏の指摘するように,一

部の大手銀行に限定 した点についても合理的な

説明がなされているとは思われず,こ れでは

「は じめに税収増あ りきで,取 りやすいところ

から取ろうという意図が明白」至8)などと言われ

ても,致 し方がないように思われる.

(c)他 の自治体への影響をどう考えるか

これは表1の ④ の問題である.政 府の指摘 し

ている 「他の自治体への影響」とは,次 のよう

なことである.す なわち,

・法人事業税の税額は,法 人税の課税所得の

計算上損金に算入 され るため,「 銀行税」

の導入によって,ま ず法人所得が減少する.

そ して,そ れにより,法 人所得を課税標準

とする他の自治体の法人事業税収,法 人住

民税収が減少する.

・法人税収は地方交付税原資の一つであるか

ら,地 方交付税が減少する.

このような政府の疑問に対 し,東 京都(主 税

局税制部税制課長)の 塚田祐次氏は,次 のよう

に述べ,「 銀行税」の正当性 を主張 している―

「外形標準課税の対象 となる大手銀行の多 くは,

現在,多 額の繰越欠損金 を抱えてお り,ま た,

今後数年間についても,所 得がほとん ど生 じな

いことが見込 まれているため,理 論上はともか

く,現 実には,基 本的に,他 の道府県等に与え

る影響はわずかなものであると考えられる」19).

実際,東 京都はこの問題について試算を行って

お り,そ の結果によれば,他 の自治体の減収額

は,法 人二税,地 方交付税をあわせて今後5年

間に400億 円程度であ り,そ の影響は少ないと

している.

加藤氏 も,法 人二税の影響 は赤字企業には関

わ りのないものであり,赤 字の状況が続 くなら

ば,も ともと課税で きないのであるか ら影響は

ないこと,地 方交付税の交付額は近年原資の額

をはるかに超 えているのであるか ら,交 付税を
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通じる他の自治体への影響は現在のシステムの

下で機能するのかどうか疑問であること,等 を

根拠 として,「 一概に他の自治体の減収に大 き

な影響を与えるとはいえない」 と結論づけてい

る.

(3)「 銀行税」の功罪

以上,「 銀行税」をめ ぐる論点について見て

きた.石 原都政による 「銀行税」の提起 は,事

業税制における理念と現実 との乖離 という問題

を踏まえ,理 念 と整合的な外形標準課税 を導入

したという点で積極的な評価を受ける側面があ

るだろう.ま た,外 形標準課税の存在を広 く知

らしめるとともに,自 治体独 自課税の火付け役

になったという点でも,一 定の意義を認める必

要がある.

しかし,こ れまで考察 してきたとお り,い く

つかの問題点があることもまた事実である―特

に,「 銀行業だけに限定 して課税 した点」は,

よ り深 く吟味 されるべ き大問題である と言え

る.と いうのも,な ぜ銀行業だけなのか,と い

う疑問に対する根拠が明確にされない限り,こ

の税は 「公平」の原則に反するものと思われる

からである.

この他にも,「六つの懸念」の⑥に相当する,

納税者に対する説明責任や議論の過程などとい

った手続き上の問題についても,石 原都政には

疑問が提起されている.

これ らの問題は後で美濃部都政 と比較 しつ

つ,さ らに詳細に検討していくこととしたい.

2― 新財源構想研究会 と美濃部都政の

都市税制改革

今から約30年 前の東京都 においても,事 業税

制の改革が行われた.そ のアイディァを提起 し,

他の自治体や国の税制改革にも大 きな影響を与

えたのが,「 東京都新財源構想研究会報告」で

ある.

新財源構想研究会は,美 濃部知事の要請のも

と1972年8月 に発足 し,1979年3月 に解散す

るまで,七 次にわたる報告書を発表した.そ の

内容は,単 に東京都の財源拡充 をねらうだけで

な く,地 方 自治推進のための国 ・地方を含めた

税財政改革のあり方を提言 し,ま た,不 公平税

制の実態 を暴 いてその改革 を国に強 く迫 るな

ど,極 めて先駆的かつ画期的なものであった.

新財源構想研究会と美濃部都政による事業税

制改革は超過課税 と呼ばれるものであり,石 原

都政の外形標準課税 とは異なる.だ が,そ の理

論的根拠,改 革の基本姿勢,他 の自治体への影

響などを検証することは,石 原銀行税 と比較す

る上で大いに意義がある と思われる.し かも,

新財源構想研究会はのちの第四次報告において

事業税外形標準化の提案を行い,そ の全国一斉

導入を国に強 く迫った経緯があることから,外

形標準による 「事務所 ・事業所税」の提案も含

め,外 形標準課税 という点からも両都政を比較

しつつ,美 濃部都政の現代的意義を探 ってみた

い2e).

(1)「 事業税超過課税」の提言とその実現

新財源構想研究会は,1973年1月 に第一次報

告 「大都市財源の構想」 を発表 し,そ の中で

「現代巨大都市の病根」の一つとして,「 集積の

利益 と集積の不利益 の同時進行」 を挙げた2n.

これは,大 都市においては,巨 大企業の管理 ・

事務部門等が集積の利益を求めて集中 して くる

一方で
,そ の集中から生 じる不利益 を一般住民

が もろにかぶってお り,こ のような集積の不利

益により住民の生活と福祉は蝕 まれ,か つ,そ

の改善のための都の財政支出も増大の一途をた

どっているという事実を鋭 く指摘 したものであ

る.

研究会は,こ の 「集積の利益 と集積の不利益

の同時進行」という病根 を除去する方法として,

法人事業税お よび法人都民税の実質上の不均一

超過課税の実施 を提言 したのである.超 過課税

の根拠としては,日 本の法人課税の実態を調べ

た上で,日 本の法人税(都 道府県民税,事 業税

を含 む)の 水準が欧米諸国に比べて一般的に低

いこと,お よび,国 の租税特別措置により多額
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の税の減免が行われており,そ の影響が国税だ

けでなく地方税にまで及んでいることを指摘 し

ている.そ してそれゆえ,「 集積の利益 に対応

した集積の不利益の除去のために,そ の 〔法人

の〕負担率 を引き上げ,欧 米水準にわずかでも

近づけることは当然」であ り,「他をもってか

えがたい多額の集積の利益を一方で得,他 方で

集積の不利益を生んでいる以上,こ の程度の支

出は社会的公正上妥当 と思われる」22)と主張し

ているのである.

また,不 均一課税について研究会報告は,大

企業法人ほど税負担率が低 くなっていること,

集積の利益の受益度は企業の規模に応 じて大き

な差があること,お よび,中 小零細企業の所得

にまで超過課税を行うことは経済政策 としても

望ましくないことを指摘 し,「 したがって一定

規模あるいは一定所得以下の法人に対 しては,

税率の引き上げを行わないという,不 均一課税

を行うことが得策である」 と述べているのであ

る23).

ここで特筆すべ きなのは,研 究会報告が不均

一超過課税 を提言するにあた り,「社会的公正」

という視点を強調 し,そ のための理論的 ・実証

的根拠を明確にしている点である.単 に 「取れ

るところから取る」 という安易な発想による提

案ではな く,大 企業優遇税制の実態を暴 き,納

税者や都民が納得しうる明確 な根拠 をもって,

説得力ある議論を展開 しているのである24).こ

れは,不 均一超過課税の提言のみならず,七 次

の研究会報告全体を通 して一貫 しているもので

あ り,改 めて後述するが,本 研究会報告の卓抜

さを示 しているように思われる.

法人二税の実質上の不均一超過課税は,法 人

事業税については1974年,ま た,法 人都民税に

ついてはその翌年から実施された.こ れは,資

本金1億 円以上の企業および年所得1,000万 円

(法人都民税は法人税額400万 円)以 上の法人企

業に対 して超過課税を行うとともに,こ れ未満

の中小零細法人企業に対しては,従 来の税率に

据え置 くというものであった.

このような東京都の行動に対 して,中 央政府

は法解釈 などで強い難色を示 したが,美 濃部知

事は実施の決意を変えず,ま た多 くの世論の支

持 もあ り,政 府 もこれを違法とすることができ

なかった.東 京都のこのような動きを見て,横

浜市 など他の自治体も次々に不均一超過課税の

実施 を決定 し,1978年 には,法 人都道府県民税

では,都 道府県で44団 体,市 町村で152団 体,

法人事業税で も5都 道府県が実施するに至 っ

た.

ところが,こ れに対 して中央政府は,以 下の

ように地方税制を変更 した.す なわち,1975年

の地方税法の改正で,そ れまで制限税率のなか

った法人事業税に新たに制限税率を設けたので

ある.こ れにより,東 京都はせっかく14%に 引

き上げた税率を制限税率の13,2%に 引 き下げざ

るを得なくなった.こ のことについて研究会報

告は,「 問題は,法 人事業税の税率引き上げと

いう東京都の行動が,法 に認め られた範囲での

正当な判断にもとついて行われた というところ

にあるのであり,こ れをあとから法を改変する

ことによって抑圧 しようとすることは,憲 法に

も保障された地方自治の本 旨に対する重大な侵

犯であって,き び しく糾弾 されなければならな

い」 と国の決定を強 く非難 している25>.

(2)外 形標準による 「事務所・事業所税」と事

業税外形標準化の提案

新財源構想研究会は,1974年12月 に発表さ

れた第三次報告 「大都市緊急財源構想」の中で,

外形標準による 「事務所 ・事業所税」の創設を

提案 した.こ の税は,当 時,国 においても大都

市地域へ の導入が検討 されていた ものである

が,こ れに反対する動きも活発化 していたため,

報告は 「もし,国 において新税創設がな らなか

った場合には,東 京都は独 自で,法 定外普通税

としてこれを新設すべ きである」 として提案 し

たのである.こ の事業所税の創設に際 して も,

新財源構想研究会は,公 平の視点を前面に打ち

出し,次 のように主張 している.「 企業が大都

市地域にあって,大 都市が提供するさまざまの

公共施設 を利用 し,ま たその企業活動が直接 ・
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間接に,地 域自治体に対する多 くの行政需要を

呼び起こしているのに,税 務会計上欠損である

からといって,少 額の法人住民税均等割以外に

納めな くてよいというのは,税 負担の公平の観

点からいかにもおかしいのである.事 業所税の

創設は,こ の不公平 を幾分か解決する」26).

研究会はさらに,事 業税への外形標準課税の

導入について も第四次報告(1975年1月 発表)

で主張 している.「 もともと事業税は,企 業の

収入金額,資 本金額,付 加価値など外形標準で

課税される物税であ り,企 業がたとえ欠損であ

ろうとも,そ の活動を反映する外形標準に応 じ

て企業が負担 しなければならない税のはずであ

った.と ころがシャウプ勧告が棚 ざらしとなり,

原則として企業の所得に課税 しながら,そ の税

は損金算入されるという変則の性格 をもって今

日に至ったのである」27).そ して,政 府 に対 し

て事業税の外形標準化を強 く迫ったのである.

新財源構想研究会が第一次報告で提起 し,美

濃部都政が断行 した事業税制改革は,外 形標準

課税ではなく不均一超過課税であった.だ が,

この外形標準による 「事務所 ・事業所税」 と事

業税外形標準化の提案を見ても明らかであるよ

うに,事 業税の本来の理念はシャウプ勧告にあ

り,シ ャウプ勧告に立ち返って外形標準化する

ことこそ事業税制改革の基本である,と 新財源

構想 研究会は考えていたのである.

実際,当 時のオイルショック後の状況にあっ

ては,ほ とんどの石油会社が欠損となって事業

税を負担 していなかったため,美 濃部知事 と研

究会は,公 平性の観点か ら,千 葉県の友納知事

(当時)と 連携 し全国の知事 に呼びかけて事業

税外形標準化を実現しようとしたのであった28}.

このように,美 濃部都政や新財源構想研究会

が東京都のみならず,他 の大都市や 自治体 とも

共同歩調をとることを呼びかけていた点は,石

原都政 と比較する上で興味深い.研 究会報告は,

事業税外形標準化を全国の知事に呼びかけただ

けでなく,事 業所税の新設にあたっても,「 東

京都は,他 の大都市に対 しても都 と共同歩調を

とるようよびかけるとともに,課 税標準等その

内容について,何 が大都市にとってもっとも適

切であるか,従 来の 自治省案 をも参考 として,

十分検討すべ きであろう」29)と主張 していた.

この ような考えは,石 教授 に 「東京都だけを対

象 としてつまみ食いを行 った」 と酷評 された

「石原銀行税」 とは極めて対照的であるように

思われる.

新財源構想研究会の提起 した 「事務所 ・事業

所税」は,政 府の1975年 度税制改正で 「事業所

税」 として実現 を見るに至った.そ の内容は,

①新増設の事務所事業所(床 面積2,000㎡ 超)

は,床 面積1㎡ 当た り5,000円 を建築主か ら,

②既設の分は,資 産割(床 面積1,000㎡ 超)は,

床面積1㎡ 当たり年300円,従 業者割(従 業員

100人 超)は,従 業者給与総額の0.25%を,そ

れぞれ事業主か ら徴収するというものであ り,

これは外形標準課税である.ま た,こ の税は,

大都市における集積の利益を享受する事務所 ・

事業所の受益関係に着目して,こ れらか ら特別

の負担を求め,大 都市の都市環境の整備 ・改善

に関する事業に要する費用に充てる,と いう明

確な目的をもった目的税である.事 業税の外形

標準化 こそ実現できなかったものの,研 究会報

告 におけるオープンな議論,実 証分析 がこの

「事業所税」の全国一斉導入に果たした役割は,

誠に大 きかったというべきであろう.

(3)外 部負経済是正のための 「公害防止税」 ・

「混雑税」の提案

ところで,美 濃部都政の不均一超過課税は,

第一次報告 「大都市財源の構想」において提起

されたものであるが,そ れはこの第一次報告の

中の一部であるにすぎない.新 財源構想研究会

の構想全体を理解するためには,不 均一超過課

税以外の構想にも立ち入る必要がある.そ こで,

事業税制改革や外形標準課税 とは直接関係がな

いが,こ こでは,第 一次報告における 「公害防

止税」と 「混雑税」の提案について,考 察 して

い くこととしたい.

新財源構想研究会による第一次報告 「大都市

財源の構想」 は,「 集積 の利益 と集積の不利益
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の同時進行」の他 にも,「外部負経済にもとつ

く社会的アンバランス」お よび 「いわゆる混雑

現象の発生」 を 「現代巨大都市の病根」 として

指摘 した.

外 部 負 経 済 につ い て,報 告 は 言 う.「 企 業 活

動 あ る い は そ の 生 産 物 に よ る外 部負 経 済 は,都

に とっ て重 大 な 問 題 で あ る.先 に例 と して あ げ

た洗 剤,プ ラ ス チ ッ ク しか りで あ り,ま た,大

気 汚 染 の原 因 とな る 自動 車 の排 気 ガ ス,ボ イ ラ

ー等 に よ る重 油 の 燃 焼 も しか りで あ る」30).

報告は,こ のような外部負経済の原因が市場

の欠落にあり,そ の結果 として,私 的部門には

資金がまわる一方で,市 民の福祉 と生活に最 も

関係のある公的部門は資金不足にみまわれてい

るという 「社会的アンバランス」が生 じている

ことを明 らかにしている.そ して,「 今 日都の

行政に必要なことの一つは,こ うした市場欠落

の除去である」 とし,そ の具体策 として,「 公

害防止税」の創設を提案 したのである.

報告では,公 害防止税の一例 として,「 航空

機煤煙削減課徴金」が提示されている.「 ジェ

ット機の離着陸にともなう煤煙の排 出は,空 港

付近の住民にとっては大 きな問題である.た だ

し,現 在の技術 をもってすれば,そ のほとんど

は排出することのない ように改善することがで

きるはずである.こ うした技術進歩 を誘導 し,

奨励するために,煤 煙を排出している航空機の

離着陸に課徴金を課 し,機 材 を改善 し予防措置

をとっている航空機に対 してはこれを免除する

という政策は,外 部負経済に対処する税制のう

ち,と りあ えず実現可 能な ものの代表 であ

る」3').

また,混 雑現象 に対処す るもの としては,

「混雑税」が提案 された.こ れは,「混雑税」 を

課すことによって,「 社会的資本の効率的利用

をはかるとともに,こ の財源を都民の福祉向上

にあてることによって,公 共サービス提供の普

遍化,適 正化をはか」るというものである.具

体的には,「 とりあえず実施 しうるもの」 とし

て,「高速道路適正利用税」が提案された.

興味深いのは,こ れらの提案が 「課税 を通 じ

て産業活動などの規制 ・誘導をはか り,直 接に

市民の生活 と生活環境 をまもる」という明確な

目的を持 っていたことである.「 この ような税

制は,た んに財源 を求めるという古い税思想 と

は異なるものであって,税 制を政策手段 として

活用 しようというものであり,そ の目的は,こ

うした税制によってえられる税収がゼロにな

り,外 部負経済そのものがなくなることである

ことに注意しなければならない」32).それゆえ,

例 えば高速道路適正利用税 に関 して言 えば,

「首都高速道路公団 と協力するという性質のも

のであるか ら,そ の一部は,高 速道路に接続す

る道路の改善や,付 近住民の騒音対策等に投入

することが必要であろう」と述べ られてお り,

これらは法定外普通税として提案されたもので

あるにもかかわらず,現 代の法定外目的税的性

格 も有 していると見るべきであろう.

これらの提案の背後にあったのは,当 時の深

刻な都市問題であった.公 害や混雑現象をはじ

め,住 宅難,交 通難,清 掃 まひ,衛 生悪化,さ

らには公共サービスの不足 と質的低下などは著

しく,し か も,こ れら都市問題の是正は自治体

が行わざるを得ないか ら,自 治体財政は極めて

重い負担 を背負うこととなったのである33).

新財源構想研究会は,こ れら都市問題の是正

を図るべ く,公 害防止税や混雑税の提案を行っ

たのであるが,そ れは二重の意味を持っていた.

すなわち,税 制を政策手段 として活用すること

によって都市問題を減少させる方向に誘導する

こと,お よび,そ こか ら得た税収を対策費用に

充てることによって都市問題を是正することで

ある.こ のような二重の側面は,先 述の不均一

超過課税にもあった と言える.と いうのも,不

均一超過課税には,財 源調達という目的以外に

も,企 業の過集積 を緩和するという側面があっ

たか らである.つ まり,こ れらの提案は,財 源

調達のための税制改革であるのみならず,都 市

政策,経 済政策的性格をも併せ持つ ものだった

のである.

こ れ ら の提 案 は,結 局,「 日本 の 税 制 と税 制

運 用 の 旧 い壁 に は ば ま れ」34〕実 現 す る に は至 ら
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なかった.し かし,都 市政策,経 済政策という,

より広い視野か ら税制改革を行い,か つ,市 民

の生活を守ろうとしたその理念は,現 代におけ

る都市税制改革論 とも合致 した ものであ り,高

く評価 されるべ きであろう.

3.両 者の意義 と問題点

さ て,そ れ で は,「 超 過 課 税 」 と 「銀 行 税 」,

あ る い は,美 濃 部 都 政 と石 原 都 政 との 類 似 点,

相 違 点 を考 えて み る こ と と し よ う.

類似点 としては,ま ず第一に,両 者とも,事

業税制を改革のターゲ ットとしたことが挙げら

れる.石 原都政の改革が外形標準課税だったの

に対 し,美 濃部都政のそれは超過課税だったと

いう違いはあるが,両 者とも事業税 における理

念と現実との乖離という問題を踏まえつつ,理

念 と整合的な外形標準課税の導入を提起 した.

特に石原都政にあっては,現 実にその導入を果

たした.

第二に,両 者とも,銀 行優遇など,企 業優遇

税制を問題視 し,公 平性あるいは社会的公正の

観点からその是正を提起 した.特 に美濃部都政

の新財源構想研究会は,具 体的な実証研究によ

ってその実態を明 らかにし,説 得力ある提言 を

行った.

第三に,美 濃部都政,石 原都政ともに,改 革

の背後には深刻な財政危機があった.両 者 とも,

改革の最も直接的な理由はここにあったと言え

るかもしれない.

そして第四に,両 者 とも,地 方自治の観点か

ら,国 との対決姿勢を鮮明に打ち出す とともに,

都民やマスコミからは高い支持を得ていたよう

に思われる.

これらの類似点の中には,類 似 しているよう

に見えて,よ り深 く検討してみると実は異なる

ものも存在する.そ こで,次 に両者の相違点を

明らかにすることとしよう.

相違点の第一は,納 税者に対する説明責任や

議論の過程など,い わば手続 き上の問題,あ る

いは租税民主主義の問題である.

美濃部都政時代に東京都 に勤務 していて,新

財源構想研究会の事務局で もあった日比野登氏

は,石 原新税(銀 行税)と 美濃部都政の大企業

超過課税 との比較を行ってお り,「美濃部都政

の大企業超過課税はかなり時間をかけオープン

に行われたが,石 原新税は構想が突然発表され

秘密主義 といわれた」35)と指摘 している.こ の

問題は,「 銀行税」においては,先 に検討され

た 「六つの懸念」のなかの⑥ に相当するもので

ある.

日比野氏の指摘するように,美 濃部都政は,

1973年1月 に新財源構想研究会の提案を受けた

後,検 討委員会を設置 して,そ こで十分に時間

をかけて審議を行い,よ うやく1974年3月 の都

議会で議決をえている.し かも,事 業税 と法人

都民税の不均一超過課税 を同時に実施するので

はなく,事 業税は74年 度から,法 人都民税は翌

75年 度から,と いった慎重な姿勢であった36}.

こ れ に 対 して,石 原 都 政 は,2000年 の2月 に

発 表,3月 末 日に条 例 成 立,4月 か ら施 行 とい

っ た 「異 例 」 と も思 わ れ る性 急 さ で あ った.こ

れ で は い か に も 「拙 速 」 と批 判 さ れ て も致 し方

あ る ま い.

また,新 財源構想研究会は,住 民や納税者か

らコンセンサスを得ることを非常に重視してい

たように思われる.「 第一次報告」は,提 言を

実行に移すに当たり 「大きな前提がある」 と述

べていた.「 それは,都 民の中でのコンセンサ

スの成立であ り,東 京都の行動に対する都民の

大 きな支持である.い うまで もないことだが,

東京都が行動する場合,そ れは単に東京都 とい

う団体だけの行動ではない.そ れは,都 民のコ

ンセンサスの上に立ち,都 民の行動と軌を一に

した行動であるはずである.」「この提案は,東

京都 に対 して行うものであるが,そ れは当然,

都民に対する提案の意味 もこめている.こ こで

提案された具体的問題について,た くさんの都

民が,自 らの問題 として論 じあい,都 民の生活

および巨大都市東京の問題を解決 していく努力

が積み重ねられることを期待する.3列

これに対 して,石 原都政の 「銀行税」は,た
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しかに銀行批判を背景として都民の支持を得る

ことには成功 したかもしれないが,極 めて唐突

な提案であり,議 論の過程 というものを軽視 し

ていたのではないか,と いう批判は甘受 しなけ

ればならないだろう.そ こには,「 た くさんの

都民が自らの問題 として論 じ合う」などという

姿勢は全 く見受けられなかったと言ってよい.

このような手続 き上の問題は,「 新税の法的

効力を左右するものではない」38}かもしれない

が,そ れでも依然 として重要な問題であると思

われる.な ぜならば,「 税制改革に拙速が許さ

れないのは,そ れが税制に対する国民の信頼を

失わせる危険性をもっているからである.3明

第二の相違点は,美 濃部都政にあっては全業

種一律 に超過課税 を実施 したが,石 原都政は

「銀行税」 を文字通 り銀行業のみに限定 したこ

とである.

石原都政は 「銀行税」導入の目的を 「公平性

の確保」としてお り,銀 行業等に限った理由を,

「バブル期 よりも本業での利益を上げなが ら事

業税負担 をしていない業種は,銀 行業だけであ

る」 としている.し か し,こ のような説明のみ

では,や はり根拠薄弱であると言わざるを得な

い.日 比野氏も次のように指摘 している.「 外

形課税を理由とする以上,他 の業種の実態 をよ

く検討 して銀行以外 の課税 を進めるべ きであ

る.銀 行以外 にも,政 府の税優遇措置 により,

非課税あるいは税の大幅な減額 を受けている業

種はあると思われる.新 財源構想研究会の先例

にな らってその実態 も明 らかにすべ きであろ

う.40)」

た しかに,新 財源構想研究会は,不 均一超過

課税をはじめ一連の提案にあたって,課 税の根

拠を明確にし,そ れを前面に出しつつ正々堂々

と議論を展開していたように思われる.

不均一超過課税の提案の際には,法 人優遇税

制と大企業優遇税制の実態を暴 くとともに,企

業が集積の利益を享受 しているにもかかわ らず

応分の負担を していないということを問題視

し,社 会的公正の観点から不均一超過課税を提

起 した.ま た,集 積の不利益は主に住民が被っ

ているとい う事実を踏まえ,不 均一超過課税に

よる集積緩和 とその財源の一部を充てることに

よって,集 積の不利益除去をもくろんだのであ

った.こ れ らは,納 税者を納得 させるだけの説

得力を十分に持った提言であった と言える.

自治体租税政策の主要な目的は,地 方税の自

主財源の確保 というに とどまらず,「 土地課税

による地価抑制,土 地投機の排除,反 独占,富

裕者への累進課税による福祉財源の確保など,

寄生的利得 を排 して所得の公正な分配をはか

る」ことにあると言ってよい41>.こ の観点から

すれば,新 財源構想研究会による不均一超過課

税の提案内容が正当性 を持ち得ることは明 らか

である.な ぜならば,研 究会は,企 業優遇税制

の実態を明らかにし,中 小企業には一定の配慮

をしつつ,大 企業か らは しかるべ き負担を求め

るという,応 益原則の下での一種の累進課税を

主張 し,し かも,そ の財源の一部 を,集 積 の利

益に応 じた集積の不利益 を除去するための福祉

財源に与えよ,と 主張 したからである.

しか も,こ の不均一超過課税は,所 得課税と

いう現行制度の枠内における改革提言であった

が,外 形標準課税による事業所税の提案も行っ

てお り,さ らに,の ちに事業税の外形標準化も

強 く主張 したという点で,基 本的にはシャウプ

勧告の理念 と整合的であった,つ まり,シ ャウ

プ勧告の理念 と現実の事業税制との乖離 を踏ま

えつつ,現 行制度の枠内で,で き得る限り公正

な改革を構想 したと言い得るのであり,だ から

こそ,論 理的一貫性があ り説得力のある議論を,

正々堂々と展開できたのである.

一方 ,「銀行税」 も,銀 行優遇 とい う不公平

税制 を問題にしつつ応益負担 を銀行に迫 り,さ

らに,応 益原則の下での一種の累進課税を主張

したという点で,一 見すると,美 濃部都政 と同

じような行動をとったようにも思われる.し か

も,外 形標準課税の意義を認め,積 極的に導入

を果たしたという点において,よ りシャウプ勧

告に近づいている とさえ思われるか もしれな

い.

しか し,美 濃部都政やシャウプ勧告 と似てい
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ると思われるのはここまでであって,「 なぜ銀

行業だけなのか」 という点 まで くると,突 如 と

して,美 濃部都政やシャウプ勧告 とは全 く異な

るものであるとい うことを思い知 らされるので

ある.両 者は,そ の 目的を 「社会的公正」や

「公平性 の確保」 としていて一見すると似てい

るが,そ の根拠の明確 さ,説 得力という点にお

いては明らかに異なっている.不 明確な根拠 こ

そ,「 取れるところか ら取 る」 とい う安易な発

想だと批判される究極の原因なのではないか.

第三の相違点は,「 不均一超過課税」 と 「銀

行税」のみならず,美 濃部都政全般 と石原都政

全般 との比較においても妥当するものと思われ

る.そ れは,美 濃部都政においては,「 地方 自

治体のリーダー」たるを明確 に自認 し,地 方全

体の利益を考えていたのに対 し,石 原都政には

そのような姿勢は見 られず,む しろ 「東京都だ

けがよければよい」 という姿勢が垣問見 られた

ことである.

先述 した ように,「 新財源構想研究会」の

「第三次報告」は,「事務所・事業所税」の提案

を行った際に,他 の大都市 との共同歩調 をよび

かけていた.ま た,第 四次報告も,「東京都は,

地方 自治体の先頭に立って,課 税自主権の復権

と拡充とを,国 に要求すべ きである」 と主張し

ていたし42),さ らに,外 形標準課税の提起の際

にも,全 国一斉導入を呼びかけていた.美 濃部

知事の提起した 「財政戦争」 も,基 本的にはこ

れらの主張に沿った ものであ り,「 リーダー」

としての役割を十分に自覚 していたものと思わ

れる.

翻って,「 銀行税」を導入 した石原都政に,

このような姿勢は見受けられたであろうか.た

しかに結果的には,外 形標準 に関する議論 を活

発化 させた り,自 治体独 自課税の先鞭をつけた

りしたという点で,自 治体の先頭には立ったか

もしれない.だ が,他 の自治体との 「共同歩調」

の姿勢があったとはとても思えない し,そ の突

然の提案は,「 リーダー」 とみなされる どころ

か,む しろ,他 の一部の自治体か らは 「身勝手」

とみなされるなど,不 信感 を招いた側面がある

と言 わ ざ る を得 ない43).

第四の相違点は,税 制改革が単なる財源調達

のための ものであるのみならず,都 市問題,都

市財政危機の抜本的解決をも企図 したものだっ

たか否か,と いう点である.こ れは美濃部都政

の公害防止税,混 雑税のところで指摘 したもの

である.

美濃部都政の新財源構想研究会は,都 市問題

が発生 し深刻化 している原因を的確 に解明し,

それ らに対処するための税制改革を企図した.

すなわち,不 均一超過課税 を実施 して企業の集

積緩和をもくろむとともに,公 害防止税や混雑

税の創設を提言し,そ れによって外部負経済を

除去 し,か つ,そ こか ら得た税収の一部を都民

の福祉の向上に充てることによって,都 市問題

の抜本的解決を目指 したのであった.そ の意味

で,美 濃部都政の改革は,従 来の税制改革の枠

組みを超え,都 市政策,経 済政策の一環 として

の改革でもあったのである.

これに対 して,石 原都政の 「銀行税」が都市

問題の解決 と関連づけて提起されたと考えるこ

とは困難であ り,筆 者には,「 財政危機に対処

する」 という以外の 目的を見出すことはできな

い.

両者のこのような違いは,結 局の ところ,改

革にあたっての基本理念の有無により生 じてい

るのではあるまいか.

税制改革を構想する際には,ま ず,税 体系全

体 を見据えつつ,改 革の根本理念が何であるか

を明確にすることが基本であ り,美 濃部都政と

薪財源構想研究会の改革はまさにその ような明

確 な理念を持つものであった.と ころが,石 原

都政の 「銀行税」は,税 体系のあるべ き理念か

らスター トしたわけではなく,た だ財政上の必

要性を満たすために提起されたにす ぎないので

はないか.そ れゆえ,「 理念 なき場当た り的」

政策であると言わざるを得ないのである.

美濃部都政と新財源構想研究会は,「 住民の

福祉 と生活を守る」という明確な理念に基づ き,

財源調達のみならず,税 制の政策手段 としての

積極的な活用 を構想 した.も ちろん,財 源調達
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目的は財政の基本的なものであり,こ れを無視

することはできず,ま た,租 税を政策手段 とし

て活用することに過度に期待を抱 くことも禁物

であろう.し か し,現 代において,環 境税や目

的税など,租 税政策手段の必要性が高まりつつ

あるのもまた事実であ り,美 濃部都政と新財源

構想研究会における一連の改革は,そ のような

世界的流れに合致 したものである.そ れは単な

るシャウプ勧告への回帰ではなく,そ れをも超

え得る,現 代税制の新 しい特徴を踏 まえた現代

性を兼ね備えていると言い得るのである.

以上,事 業税制改革 を中心として,石 原都政

と美濃部都政の比較を行い,そ の意義 と問題点

を明 らかにした.あ る論者は,「 石原知事の事

業税を含む改革は,中 央政府との財政戦争,新

財源構想,さ らに,公 害 ・環境問題への取組な

どからは,美 濃部都知事を彷彿させる面がある」

と指摘しているが4`),少 なくともここで考察し

た限 りでは,美 濃部都政 と石原都政の改革は,

似て非なるものであると言わざるを得ない.む

しろ,日 比野氏の 「今回の銀行課税についての

石原知事の決断は25年 前の美濃部都政のときの

経験や実績が もとになって,は じめて可能にな

った」45)という指摘の方が当を得たものである

ように思われる.

だが,も しそうであるならば,な おさら石原

都政は,新 財源構想研究会や美濃部都政におけ

る 「慎重 な手続 き」,「『社会的公正』や'『住民

の福祉の向上』などといった明確な課税根拠」,

「地方自治体の リーダー としての自覚」,「単 な

る財源調達ではなく,都 市問題の是正をも企図

した,高 い理念をかかげた改革」などの部分も

積極的に学ぶべ きではなかったかと思われる.

もちろん,美 濃部都政にあっても多 くの問題

があったことは事実であるし,現 東京都副知事

の青山氏の指摘するように,美 濃部都政のすべ

てが 「30年を経過 した現代に通用するとは限ら

ない」46〕のもまた事実であろう.し かし,こ こ

で見てきた美濃部都政の多 くの長所は,事 業税

制改革のみならず,今 日,自 治体が税制改革,

都市政策を考える際に貴重 な示唆を与えている

ことは事実であ り,ま た,「 銀行税」 を導入 し

た石原都政と比較したとき,そ の意義はより一

層際立つようにさえ思われるのである.

お わ りに

本稿では,現 代都市税制改革論を踏まえつつ,

事業税制における石原都政 と美濃部都政 との比

較考察を行い,そ の違いを明らかにした―その

結果として,多 くの点において石原都政には見

られない美濃部都政の意義を明らかにした.

現代における都市税制改革は,一 方では,深

刻化 しつつある地球環境問題や地域環境問題に

配慮 し,他 方では,個 人の生存権 と自由権 を保

障しうる福祉の実現に目を向けざるを得ない47}.

美濃部都政 と新財源構想研究会の改革は,単 に

財源を調達するだけでなく,集 積の利益 ・不利

益問題や,公 害 ・混雑現象などの外部負経済問

題,さ らには負担の不公平問題などを解明し,

それ らの抜本的解決を企図したという意味にお

いて,30年 経った今でも,否,環 境問題や 「生

活の質」が重視されつつある現代だか らこそ,

大いに意義を持つものであると思われる48).

もちろん,石 原都政にあっても,外 形標準課

税の意義を見出した点や,銀 行不公平税制 を問

題とした点,自 治体の課税 自主権を積極的に行

使 し,他 の自治体 に独自課税の存在を認識 させ

た点などは,積 極的に評価 されて しかるべ きで

あろう.

東京都 は,好 むと好まざるとにかかわ らず,

地方団体の盟主である.利 己的な利害にとらわ

れることなく,ま た,最 近の 「都市 と地方の対

立」の議論に踊らされたりすることなく,東 京

都は地方団体の 「リーダー」 として,真 の地方

分権,地 方 自治の旗振 り役 となってい くことが

求められる.

〔付記〕

石原都政の外形標準課税導入については,

2002年3月26日,東 京地裁 において違法の判

決が下された.本 稿はこの判決前に脱稿された
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ものであ り,判 決の内容には触れられていない.

また,新 聞報道等で見る限 り,本 稿で扱った論

点を超えるものは特に見出されていないように

思われる.し かし,こ の判決についてはなお詳

細な検討が必要であると思われるので,機 会を

改めて論ずるつもりである.
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25)山 本 正 雄 編(1979)104ペ ー ジ.

26)同 上108ペ ー ジ.

27)同 上109ペ ー ジ.

28)こ の こ と は,新 財 源 構 想 研 究 会 の 委 員 だ っ た 伊

東光晴 教授 に ヒア リ ング を行 い,教 えてい ただい

た ものであ る.

29)山 本 正 雄 編(1979)77ペ ー ジ.

30)同 上23ペ ー ジ.

31)同 上24ペ ー ジ.

32)同 上24ペ ー ジ.

33)都 市 問 題,東 京 問 題 に 関 す る 文 献 と して は,た

と え ば,宮 本 憲 一(1980),八 田 達 夫 編(1994),
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八 田達 夫 ・八 代 尚 宏 編(1995),金 本 良 嗣(1997)

な ど を参 照.

34)山 本 正 雄 編(1979)275ペ ー ジ.

35)日 上ヒ野 登(2000)

36)こ の 点 に つ い て は牛 嶋 正(2000)で も次 の よ う

に指摘 されてい る,「前 回の超過課税 の ときは,ま

ず,検 討委 員会が 設置 され,そ こで 十分 な時 間を

か けて審議 され,そ の過 程で租 税原 則 に照 ら して

超過課税 の適用範 囲な どが慎重 に検討 された ため,

提案 され た超過課 税案 に対 して は,納 税者 た る法

人 企業 の同意 も大 体得 られ ていた とい える.し か

し,今 回はそ のような状況で はない.」

37)山 本 正 雄 編(1979)26ペ ー ジ,

38)三 木 義 一(2000)

39)西 野 万 里(2001)118ペ ー ジ.

40)日 比 野 登(2000)

41)池 上 惇(1979)179ペ ー ジ参 照.

42)山 本 正 雄 編(1979)114ペ ー ジ.

43)牛 嶋 正(2000)

44)星 野 泉(2000)

45)日 上ヒ野 登(2000)

46)青 山倫(2002)

47)池 上 惇(2000)207ペ ー ジ参 照.

48)美 濃 部 都 政 と新 財 源 構 想 研 究 会 の 改 革 論 は,環

境 や空 間の 資源 を一定 の倫 理 的基準 に も とつ いて

制御 す る 手段 と して,税 制 を政 策 的 に活 用 し,

人々 の 「生活 の 質」 を直接 的に改 善す る方 向を 目

指 した とい う点 におい て,A.C.ピ グー の主張 を想

起 させ る.ピ グーの古典 的税 制改 革論 と現代 のそ

れ とを比較 す る課 題 は,別 稿 にお いて よ り深 く検

討 したい と考 えてい る.
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